
 

 

 

第第１１４４２２２２回回    例例  会会    （（平平成成２２８８年年１１１１月月２２５５日日））    
本本日日ののププロロググララムム    交交換換学学生生ププロロググララムムににつついいてて  

三三宅宅達達夫夫姉姉妹妹ククララブブ委委員員長長    

前例会の記録  （第１４２１回 平成２８年１１月１８日）  
・会員数    ４１名  

・出席者    ３２名    ・出席率  ７８・０５％  

・欠席者      ９名  大島  岡原  越智  北殿  河田  松田  田淵  

山本  吉岡の諸君  

・１１月５日メーキャップ後の出席率   ８７・８０％→９７・５６％に補正  

   10 月 30 日地区大会参加、恵谷龍二・大島俊明・大嶋元義・高橋剛吉・椋梨孝章の諸君  

・ゲスト   西岡 民裕様（笠岡税務署長）     ・ビジター  森年 美和様（笠岡 RC）  

・会長報告  本日は、国際ロータリー創立１１１年と２７０日に当たり、笠岡東ロータリークラブ  

は創立２９年と３４１日に当たります。  

11 月 12 日、第 2 回目の会長幹事会が新見において開催され、池田幹事と私で参加して参りました。

11 月 14 日、親睦活動委員会が開催されました。 

持ち回り理事会報告２点  ①クリスマス家族会＆交換学生さよならパティーの予算と計画書を承認

致しました。②笠岡 RC との合同新年夜間例会のご案内を頂き、例年通り登録料 6500 円の内、食事代

より 1500 円拠出し、残り 5000 円を特別徴収する事で承認致しました。  

・幹事報告  ガバナー事務所より、2017-18 年度奨学生募集について資料等頂いております。  

ハイライトよねやま 200 号をメールにて頂いております。  

近隣クラブからの例会変更のお知らせを、倉敷 RC より、週報を、岡山  井原の２RC より頂いてお

ります。  

直前佐藤ガバナー年度の「地区活動報告書」が参っております。本日お配りしております。  

悲眼院の高橋成豪先生より、この度の当施設に対するご支援に感謝するとともに、今後ますますのご

発展をお祈り致しますとのお礼状を頂いております。  

笠岡国際交流協会より、クリスマスパティーのご案内を頂いております。  

日時：平成 28 年 12 月 10 日 (土 )１７：００～２１：００   場所：笠岡労働福祉会館２F 

マレーシア シャーアラム RC ジェームスさんより、30 周年に関するおもてなしに感謝しますとのお

礼状を頂いております。また、これからやってくる交換学生の件とグローバル補助金に対する協力の

お願いもされております。  

・委員会報告 な し     ・配  布   週 報  2015～16 年度地区活動報告書   

・食  事  幕の内  

◎スマイル  
小川隆則・石田官義君  西岡署長様にはご多用の中良くいらっしゃいました。卓話宜しくお願い致し

ます。  

岡辺賢二君  西岡署長様にはご多用のところお出で頂き有難うございます。  

江原和之君  西岡様宜しくお願い致します。  

大嶋元義君  市営住宅選考会の為早退します。  

 
６。 

恵谷龍二君  先日の尾道では江原さん、小川会長には大変な事をお願い致しました。  

中務祺九大君 今夜石田さんのお誘いで美味しいお酒を飲みに雅へ行きます。  

藤田秀樹君  くらしき茶寮の素晴らしい庭の砂を踏みつけました。すみません！  

池田 孝君  西岡様ようこそいらっしゃいました。遅刻して申し訳ありません。  

池田周二・福嶋啓祐・椋梨孝章君  早退します。  スマイル １３，０００円  

●プログラム  ｢くらしを支える税｣ 西岡 民裕様（笠岡税務署長） 

講話に先立ちまして、江原会員により、昭和５４年に国税局に採用の後、広島県を主体に活躍され本年  

７月に現職である笠岡税務署長に就任された旨の紹介がなされました。  

西岡署長の講話に際しては８種のパンフレット等を用意いただき、その内の「くらしを支える税」と  

「晴れの国 岡山の地酒」を取り上げていただきました。  

署長は当 RC の創立３０周年への祝意を示され、講話を始められました。  

大要は以下のようなものでした。  

１） 前任は監督評価官という一般に馴染のない職務であった。12 の国税局と５２４税務署が同じ  

運営をすべく、その事務 (方 )を監査するセクションであったが、職員が困っていることを吸い上げ、  

上は国税庁長官に報告書を上げて事務改善に寄与できたと考えている。  

２） 11/11～17 は「税を考える習慣」で様々な行事を企画実行した。  

また、国税庁のホームページを是非有効活用して欲しい。  

３） 日本の税の種類は５０種に及び、税収の 14％が間接税である。  

ガソリン (揮発油税 )は約 50％、タバコ 63％、ビール 42％・発泡酒 36％・第三のビール 27％の税  

率は 55 円に統一の方向である。また焼酎 (甲類 )は 38％と以外に高い。  

４） 日本酒は 18％の酒税率であり、酒屋は蔵から酒が出る時に税金を納めるシステムになっている。

５） 中国 5 県で 1 人当たりの飲酒量 1 位は鳥取で岡山は最下位。  

国税庁の取組みの１つで、「酒類業の健全な発達」を謳っていることもあり、夜な夜な岡山の美味  

しい酒を飲んでこの活動に皆さんのお力添えをお願いしたい。  

岡山は備中杜氏（ルーツは笠岡市大島のアサノ氏 /大島で大正 13 年に「備中清酒醸造学校」開校）、  

米、水と三拍子揃った酒造りがされている。  

６）①申告にマイナンバー記載が義務付けられる（H29/1～）。  

  ②マイナンバーカードの取得のお願いと、それを利用した e-Tax 申告の推奨。  

最後に、「消費税の期限前納付のお願いと、適正公平な課税と徴収の実現で、税務行政に求められてい  

る皆様の信頼に応えていきたい。」旨を表明されて講演を締め括られました。  

また、石田会員の「酒税＋消費税は税の二重徴収では？」との質問には、「皆様のご意見は頂戴して持 

ち帰る（巷の声として伝える）。」と答えられて講演を終えられました。  

次週以降のプログラム＆行事予定   

１１／２７（日） 井原 RC 創立 50 周年記念式典  10：30～13：30 アクティブライフ井原  

１１／３０（水） ようしょう会          19：00～  かもがた亭  

１２／ ２（金）→5 日（月）交換学生歓迎夜間例会 １９：００～ 笠岡グランドホテル３F 

１２／ ３（土） IM 記念チャリティーゴルフ大会  ９：００スタート 北房カントリー倶楽部  

１２／ ４（日） ４クラブゴルフ大会        ９：４６スタート 瀬戸内海ゴルフ倶楽部  

１２／ ９（金） 第２例会 会員一口卓話 (予定卓話者：長鋪方隆、福嶋啓祐、渕野瑛木会員 ) 


